
グーグルブック検索訴訟 

和解契約案修正で、日本で発行された書籍は和解の対象外へ 

 
すでに報道等でご存じのように、グーグルブック検索訴訟で、原告・被告により和解契約

書の修正案が 11月 13日にニューヨーク連邦地裁に提出されました。 
 
今後、同地裁は、予備承認・意見聴取等を行い、修正案を最終的に承認するかどうかを判

断することになると思われますが、修正案では、今回の和解の対象書籍を米国著作権局に登

録済みの書籍（米国で発行されたものを含む）、英国、カナダ、オーストラリアで発行され

た書籍に限定しています。 
つまり、日本で発行された書籍で、米国著作権局に登録してない書籍は、すべて今回の和

解の対象外となります。 
 
修正和解により、日本で発行された書籍のほとんどすべては対象外となりますので、元の

和解契約案で示されていた、デジタル化されている場合の 1 冊 60 ドルの解決金の支払等を
受けることはできなくなります。 
（デジタル化されたことに対して米国で別の訴訟を提起することは可能です。） 

 
なお、グーグルとしては今後、修正和解の対象外の書籍についても、出版社から要請があ

れば削除（remove）すると思われますが、 
http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?hl=en&answer=20771 
和解対象外の書籍について、今後無断でデジタル化を行わないのかどうかは不明です。 
 
【和解管理者のサイト】 
http://www.googlebooksettlement.com/r/home 
（重要なお知らせ: 2009年 11月 13日、関係者は裁判所に、改定和解契約書を提出し、予備承認
の申請を行いました。この申請では、補足通知書の承認も求めています。この補足通知書は、

承認された場合、12月 2009上旬に発送されます。） 
 
【グーグルのサイト】元の和解案の対象者（修正和解の非対象者）が利用可能なオプション 
http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?answer=166297&&hl=en 
 
【グーグルのサイト】書籍の削除（remove）について 
http://books.google.com/support/partner/bin/answer.py?hl=en&answer=20771 
 
【関連報道】 
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091116_329316.html 
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20403641,00.htm 
http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20091116-OYT8T00574.htm 
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0911/16/news020.html 
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009111500008 
http://mainichi.jp/select/biz/it/news/20091115ddm041040061000c.html 
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20091114-OYT1T00830.htm 
http://www.asahi.com/culture/update/1114/TKY200911140234.html 
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009111401000428.html 
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20091114AT2M1403E14112009.html 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/14/AR2009111400559.html 
http://www.nytimes.com/2009/11/14/technology/internet/14books.html?_r=2 
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